
事 務 連 絡 

令和３年２月 26 日 

 

各都道府県薬務主管課 御中 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課 

 

 

献血推進に係る新たな中期目標「献血推進 2025」について 

 

 

 血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 標記について、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会献血推進調査会

において審議し、令和３年度から令和７年度までの５年間の献血推進に係る中

期目標「献血推進 2025」を別添のとおり決定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 各都道府県におかれましては、貴管内市区町村及び都道府県赤十字血液セン

ターと十分に連携を取り、献血事業の更なる推進に特段の御配慮を御願い申し

上げます。 

 

 

【照会先】 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 

血液対策課 献血推進係 高橋 未来 

電話： 03-5253-1111（内線2908） 

        03-3595-2395（直通） 

E-mail：takahashi-miki.gm9@mhlw.go.jp 

［ 参考資料３ ］

mailto:takahashi-miki.gm9@mhlw.go.jp


献血推進に係る新たな中期目標「献血推進２０２５」 
 

 

１．背景及び目的 

病気やけがの治療等に必要な血液は、国民の善意による献血によって支えられて

いる。献血者は昭和 60 年度に延べ約 876 万人を数えたが、その後減少を続け、平

成 30年度には約 474 万人まで低下した。 

国は、平成 17 年度から「献血構造改革」、平成 22年度から「献血推進 2014」、平

成 27 年から「献血推進 2020」といった中期的な献血推進目標を策定して献血者確

保のための取り組みを行ってきた。 

令和元年度の献血者数は、約 493 万人と増加に転じたが、20 代、30 代の献血率

の減少が続いている。令和元年 10 月に行った日本赤十字社の血液需給将来推計シ

ミュレーションでは、都道府県ごとに地域特性を踏まえ、医療法に基づく医療計画

（地域医療構想）による医療ニーズの変化、人口推移を考慮した需要推計を実施し

たところ、令和４年度には約 514 万人、令和９年度には約 507 万人の献血者が必要

になると試算された。 

こうした状況を踏まえ、将来の血液の安定供給体制を確保するため、新たに令和

３年度から令和７年度までの５年間の取組の達成目標を設定し、献血の推進を図っ

ていくこととする。  

なお、達成目標は、日本赤十字社において令和元年 10 月の血液需給将来推計シ

ミュレーションを基に行った新たなシミュレーションや、厚生労働科学研究「新た

なアプローチ方法による献血推進方策と血液製剤の需要予測に資する研究（主任研

究者：田中純子広島大学大学院教授）」の研究結果、及び献血推進調査会の意見を踏

まえ、設定したものである。 

 

２．達成目標について 

項 目 目標の定義 
令和 7 年度 

目標値 

令和元年度 

実績値 

若年層の献血者数の

増加 

若年層（16 才～39 才）の

人口に対する献血者数の割

合（献血率） 

6.7％ 

（参考） 

10 代 

：6.6% 

20 代 

：6.8% 

30 代 

：6.6% 

5.7％ 

（参考） 

10 代 

：5.5% 

20 代 

：5.7% 

30 代 

：5.5% 

安定的な献血の確保 
 献血推進活動に協力いた

だける企業・団体の数 
70,000 社 59,280 社 

複数回献血の推進 
 年に２回以上献血された

方（複数回献血者）の人数 
1,200,000 人 983,351 人 

献血 Web サービスの

利用の推進 

 献血 Web 会員サービス

「ラブラット」の登録者の

人数 

5,000,000 人 2,035,145 人 



 

 

３．重点的な取組みについて 

上記の目標を達成するため、以下の事項について重点的に取り組んでいくこととす

る。  

（１）献血の普及啓発 

広く国民に献血の意義を理解し、献血を行ってもらうため、効果的な普及啓発を

促進する。 

 

（２）若年層対策の強化 

① 10 代への働きかけ 

献血への理解を深めてもらうことにより、初めての献血を安心して行ってい

ただくため、ＳＮＳを含むインターネット等を主体とした情報発信を行うとと

もに、日本赤十字社が実施する献血セミナーなどの献血普及の取り組みを推進

する。 

② 20 代・30 代への働きかけ 

献血率の減少傾向が続いている 20 代・30 代の方が献血に協力しやすいよう、

献血 Web 会員サービス「ラブラッド」の活用を促すなど、献血を体験した方が、

長期にわたり複数回献血に協力してもらえるような普及啓発、環境整備に取り組

む。 

また、企業などへの働きかけを一層強化することにより、安定的な献血者の確

保を図るとともに、予約献血の活用など献血者の利便性に配慮した新たな仕組み

を検討する。 

 

（３）安心･安全で心の充足感が得られる環境の整備 

献血は相互扶助と博愛精神による自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充

足感が活動の大きな柱となっている。献血に協力いただく方々が、より安心・安全

に献血できるとともに、心の充足感を得られ継続して献血いただける環境整備を図

る。 

併せて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下においても、安心・安全

な献血環境の保持と献血者への感染防止対策を講ずるとともに、様々な広報手段を

用いて、感染防止対策を周知する。 

 

また、以下の事項については、採血及び供給の動向及び原料血漿の確保並びに献

血推進活動の普及効果をモニタリングする観点から、今後、継続的に注視する。 

 

○献血実績及び供給実績の状況 

○成分献血（特に血漿成分献血）の献血者数の年次推移 

○実献血者におけるラブラッド会員の割合 

 

※なお、中間年である令和５年度を目途に達成目標の実績値を確認し、必要に応じ

見直すものとする。 



事 務 連 絡

令和５年３月１日

各都道府県薬務主管課 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課

都道府県献血推進計画について

血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和３年の地方分権改革に関する提案募集において都道府県献血推進計画（安全な血液

製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号。以下「法」という。）第10

条第５項）に係る提案があり、別紙１のとおり閣議決定されたことを受け、令和４年度の

薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会献血推進調査会において、同計画の策定義

務の廃止や都道府県がその地域の実情に応じて同計画の期間を判断することを可能とする

こと等について検討を進めてきました。

その結果、同計画の策定については、引き続き義務付けを存置することとする一方、都

道府県の事務負担の軽減に資する観点から、下記のとおり見直しを行うこととしましたの

でお知らせいたします。

記

（１）都道府県献血推進計画の計画期間について

都道府県献血推進計画の記載事項については、別紙２の第２－１－（１）のとおり、「都

道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血により確保すべき血液の目標

量、献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確保するために必要な措置に関する事

項、その他献血の推進に関する重要事項を定めるものとしていただきたい」としており、

同計画の計画期間については、法第 10 条第５項において、「毎年度」策定することとさ

れているところ、今後は以下のとおりといたします。

［ 参考資料４ ］



・記載事項のうち、「当該年度に献血により確保すべき血液の目標量」については、引

き続き毎年度策定することとする。

・一方で、その他の記載事項である「献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確

保するために必要な措置に関する事項」、「その他献血の推進に関する重要事項」に

ついては、変更の必要が生じたときのみ変更することで差し支えないこととする。

（２）その他の策定に伴う手続について

・都道府県献血推進計画の策定時期については、従来は国計画の告示後の２月末～３

月末の期間で策定していたところ、今後は、都道府県と採血事業者の協議によって

各都道府県別の血液目標量が実質的に確定し、血液事業部会の審議をもって厚生労

働大臣に答申される11月末～３月末を策定に充てる時期とすることで差し支えない

こととする。

・同計画の策定に伴う手続（協議会開催等）については、各都道府県の判断に基づい

て実施することで差し支えないこととする。

【照会先】

厚生労働省医薬・生活衛生局

血液対策課献血推進係 針谷

電話：03-5253-1111（内2908）



令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

 

令和３年１２月２１日 

閣 議 決 定 

 

 

５ 義務付け・枠付けの見直し等 

 

【厚生労働省】 

（30）安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭 31 法 160） 

都道府県献血推進計画（10 条５項）については、薬事・食品衛生審議会に

おける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府

県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること等

について検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置

を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の計画等と一体の

ものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和３年

度中に通知する。 

 

別紙１  



薬生 発 0827 第２ 号 

令和２年８月 27 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局長 

                                   （ 公 印 省 略 ） 

 

 

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正について（抄） 

 

 

 第 200 回国会で成立した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 63 号。以下「改正法」と

いう。）により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和 31 年法

律第 160 号。以下「法」という。）の一部が改正されました。 

 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和２年厚生

労働省令第 155 号）により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行

規則（昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。）等の一部が改正され、

改正法の一部の施行と併せて、令和２年９月１日から施行することとされたとこ

ろです。 

これらの改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市

町村、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏のないようお願

いいたします。 

 

記 

 

第１ 法第１章 総則関係 

 （略） 

 

第２ 第２章 基本方針等 

１ 法第 10 条並びに規則第３条及び第３条の２関係 

（１）献血推進計画の記載事項 

（略） 

（中略）都道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血によ

別紙２ 



り確保すべき血液の目標量、献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確

保するために必要な措置に関する事項、その他献血の推進に関する重要事項

を定めるものとしていただきたいこと。 

 

（以下、略） 


